
畜舎

１． １名が一つの畜舎の飼養衛生管理者となる場合

畜舎

畜舎

畜舎

繁殖牛
500頭

繁殖牛
100頭

繁殖牛
50頭

繁殖牛
50頭

大規模所有者における飼養衛生管理者の具体的な選任例

○ 複数の畜舎で飼養されている家畜の合計頭羽数が規定の範囲内であること
○ これを超える場合には、追加で飼養衛生管理者を選任すること
○ １畜舎で複数名の管理者がいる場合、充足率で判断（家畜種が異なる場合も同様）
○ 飼養衛生管理者については、役職、出勤体制、国籍等は問わない。

畜舎

畜舎

畜舎

繁殖牛
70頭

繁殖牛
70頭

繁殖牛
70頭

畜舎

畜舎

繁殖牛
150頭

繁殖牛
60頭

畜舎 繁殖牛
１８０頭

畜舎

畜舎

採卵鶏
５万羽

あひる
5,000頭

畜舎
採卵
11万羽

畜舎
あひる
２万頭

150/200＝75％

180/200＝90％

50％

50％

20/200＝10％

40/200＝20％

畜舎 畜舎 畜舎

採卵鶏8万羽 採卵鶏５万羽 採卵鶏10万羽

廊下 廊下

○ 当該畜舎で飼養されている家畜の飼養頭羽数に上限は無し
○ 廊下などで畜舎がつながっている場合は一つの畜舎と判断可能

２． １名が複数の畜舎で飼養衛生管理者となる場合

畜舎
肥育豚
5,000頭

農場A

※ 繁殖牛は１名で200頭までの範囲 ※ 繁殖牛は１名で200頭までの範囲

※ 繁殖牛は１名で200頭までの範囲

農場B

農場D 農場E

農場F 農場G

※ 採卵鶏は１名で10万羽までの範囲
あひるは１名で１万羽までの範囲

農場C

北海道宗谷家畜保健衛生所


